
皆
さ
ん
の
善
意

退
職
な
ど
で
勤
務
先

の
健
康
保
険
の
資
格
が

な
く
な
っ
た
方
、
ま
た

扶
養
家
族
か
ら
外
れ
た

方
は
、
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
な
い
場
合
、

国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た

方
が
、
就
職
し
て
勤
務
先
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
り
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
に

な
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険

を
抜
け
る
届
け
出
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
、
今
ま
で
入

っ
て
い
た
健
康
保
険
の
資
格
が
な
く
な
っ

た
日
、
ま
た
は
所
沢
市
に
転
入
し
た
日
か

ら
発
生
し
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
税
も
国

民
健
康
保
険
の
資
格
取
得
月
か
ら
課
税
さ

れ
ま
す
。

【
注
意
事
項
】

▼
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
窓
口
で

即
日
交
付
す
る
に
は
、
本
人
確
認
の
た

め
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
公
的
機
関
が

発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書

類
が
必
要
で
す
。
お
持
ち
で
な
い
場
合

は
、
被
保
険
者
証
を
簡
易
書
留
で
郵
送

し
ま
す
。

▼
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
・
変
更
・
そ
の

他
の
届
け
出
の
際
に
は
、
届
け
出
の
必

要
な
方
全
員
の
被
保
険
者
証
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
３
１

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は
14
日
以
内
に
！

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの

加
入

所沢市に転入したとき 印鑑子どもが生まれたとき
職場の健康保険を抜けた、ま
たは扶養家族から外れたとき

印鑑・健康保険資格
喪失証明書など

喪
失

所沢市から転出するとき 印鑑・国民健康保険
被保険者証国民健康保険加入者が死亡

したとき
職場の健康保険に加入した
とき、または扶養家族とな
ったとき

印鑑・職場の被保険
者証と国民健康保険
被保険者証

そ
の
他
　
　

市内で住所が変わったとき
印鑑・国民健康保険
被保険者証

世帯に変更があった（世帯
主の変更、世帯分離など）
とき

退職者医療制度の対象にな
ったとき

印鑑・国民健康保険
被保険者証・年金証
書

国民健康保険被保険者証を
なくしたり、汚したりして
使えなくなったとき

印鑑

修学のため所沢市から転出
するとき※

印鑑・国民健康保険
被保険者証・在学証
明書

届出先
市役所１階国保年金課、まちづくりセンタ
ー（並木は除く）※の届け出は国保年金課
のみで受け付けます。

臨
時
福
祉
給
付
金

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

平
成
26
年
４
月
か
ら
消
費
税
率
が
５
％

か
ら
８
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
所
得
の
低
い
方
と
子
育
て
世
帯
へ
の

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
臨
時
的
な
措
置

と
し
て
一
定
額
を
給
付
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

申
請
時
期
や
手
続
き
方
法
な
ど
の
詳
細

は
、
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①
臨
時
福
祉
給
付
金

対
平
成
26
年
１
月
１
日
に
市
に
住
民
登
録

が
あ
り
、
26
年
度
の
市
民
税
が
非
課
税

の
方
（
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

の
扶
養
親
族
、
生
活
保
護
制
度
の
被
保

護
者
な
ど
は
除
く
）

給
付
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円

◎
老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
者
、
児
童
扶
養

手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
受
給
者

は
、
５
千
円
を
加
算
し
ま
す
。

②
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

対
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例

給
付
を
含
む
）
の
受
給
者
で
あ
っ
て
、

平
成
25
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得

制
限
額
に
満
た

な
い
方
（
臨
時

福
祉
給
付
金
の

対
象
者
、
生
活

保
護
制
度
の
被

保
護
者
な
ど
は
除
く
）

給
付
額　

児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

◆
給
付
金
を
装
っ
た
「
振
り
込
め
詐
欺
」

や
「
個
人
情
報
の
詐
欺
」
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
！

▼
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他
人
か

ら
お
金
を
振

り
込
ん
で
も

ら
う
こ
と
は

絶
対
に
で
き

ま
せ
ん
。

▼
市
町
村
や
厚

生
労
働
省
な

ど
が
、
給
付

金
の
給
付
の
た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の

振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
現
時
点
で
、
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な

ど
が
市
民
の
皆
さ
ん
の
世
帯
構
成
や
銀

行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情
報
を
照

会
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

問
①
臨
時
福
祉
給
付
金
担
当

　

☎
２
９
９
８

-

９
４
０
６

　

②
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
担
当

　

☎
2
9
9
8

-

9
2
1
4

平成26年４月からペースメーカーや人工関
節などを入れた方に対する身体障害者手帳の認
定基準が変わります。４月１日以降の申請から
対象となります。３月末までに診断書・意見書
が作成された方は、６月末までに申請すれば従
来の基準で認定されます。

３月まで ４月から

ペースメーカー
などを入れた方
（心臓機能障
害）

一律１級に
認定

１級、３級、４級
のいずれかに認定
（※１）
◎３年以内に再認
定を実施します。

人工関節など
を入れた方（肢
体不自由）

股関節･膝
関節一律４
級に認定

４級、５級、７級、
非該当のいずれか
に認定（※２）

足関節一律
５級に認定

５級、６級、７級、
非該当のいずれか
に認定（※２）

（※１）ペースメーカーなどへの依存度や日常
生活活動の制限の程度に応じて認定します。
（※２）術後の経過が安定した時点での関節可
動域などに応じて認定します。
問障害福祉課☎２９９８‐９１１６

身体障害者手帳の認定基準が変更

平成24年８月に「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化
等のための国民年金法等の一部を改正する法律（年金機能強化法）」が
公布されました。平成26年４月以降、順次施行されます。
◆平成26年４月施行の主な改正点

改正事項 改正前 改正後
国民年金保険料免除
にかかる遡

そ

及
きゅう

期間の
見直し

申請前直近の７月以降
の免除

過去２年分までさかのぼっ
て免除

付加保険料の納付期
間の延長

付加保険料は翌月末日
までに納付しないと加
入辞退扱い

過去２年分まで納付可能

遺族基礎年金の父子
家庭への支給

遺族基礎年金を「子の
ある妻」のみに支給

遺族基礎年金を「子のある
夫」にも支給

未支給年金の請求範
囲の拡大

配偶者・子・父母・孫
・祖父母・兄弟姉妹

生計を同じくする３親等以
内の親族

国民年金任意加入者
の未納期間の合算対
象期間への算入

任意加入中に保険料を
納付しなかった期間は
未納期間とする

その未納期間も合算対象期
間（カラ期間）とする

障害年金の額改定請
求に係る待機期間の
一部緩和

障害の程度が増進して
から１年

明らかに障害の程度が増進
したことが確認できる場合
は１年待たずに請求可能

◎詳細は、年金事務所へお問い合わせください。

国民年金保険料の改定・前納割引
保険料　15,250円（月額）
◆前納割引
４月初旬に納付書を郵送します。前納用の納付

書で期限内に納めると保険料が割引になります。
前納額　 ▼１年前納…179,750円（3,250円割引き）
　　　　 ▼半年前納…90,760円（740円割引き）
前納期限　 ▼１年・半年前納（４月～９月分）…４月30日㈬
　　　　　 ▼半年前納（10月～３月分）…10月31日㈮
問所沢年金事務所☎２９９８‐０１７０

国民年金のお知らせ
年金機能強化法が施行されます

【
愛
の
福
祉
基
金
へ
】
●
所
沢
カ
ラ
オ

ケ
同
好
会
様
（
４
０
、
６
３
８
円
）
●

武
州
ガ
ス
㈱
様
（
30
万
円
）
●
鉄
道
信

号
㈱
所
沢
工
事
所
様
（
10
万
円
）
●
㈱

中
央
管
財
様
（
５
千
円
）
●
さ
い
し
ん

所
沢
友
の
会
様
（
10
万
円
）
●
埼
玉
県

美
容
業
生
活
衛
生
同
業
組
合
所
沢
支
部

様
（
３
万
円
）
●
大
聖
寺
門
徒
会
様
（
２

７
、
８
１
０
円
）

【
交
通
事
故
防
止
啓
発
事
業
等
へ
】
●

所
沢
タ
ク
シ
ー
協
議
会
様
（
10
万
円
）

【
小
学
生
の
交
通
安
全
の
た
め
】
●
い

る
ま
野
農
業
協
同
組
合
様
（
学
童
用
横

断
旗
４
９
０
本
）

【
市
内
小
・
中
学
校
へ
】
●
㈱
ビ
ク
セ

ン
様
（
天
体
カ
レ
ン
ダ
ー
３
０
０
部
）

【
市
の
Ｐ
Ｒ
の
た
め
】
●
広
瀬
欣
也
様

（
写
真
パ
ネ
ル
1
枚
）

【
松
原
学
園
へ
】
●
所
沢
東
ロ
ー
タ
リ

ー
ク
ラ
ブ
様
（
ジ
ャ
ン
ボ
す
べ
り
台
１

台
、
金
締
太
鼓
１
台
、
言
語
発
達
遅
滞

検
査
教
具
１
セ
ッ
ト
）

【
か
し
の
木
学
園
へ
】
●
所
沢
市
や
さ

し
さ
の
福
祉
基
金
運
動
様
（
ト
ラ
ン
ポ

リ
ン
・
収
納
カ
バ
ー
１
セ
ッ
ト
）

【
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
老
人
憩
の
家

へ
】
●
所
沢
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
様

（
観
葉
植
物
12
鉢
）

※
１
月
16
日
〜
２
月
15
日
の
受
け
付
け

分
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

黒
色
な
ど
中
身
の
見
え
な
い
レ
ジ
袋

で
出
さ
れ
た
ご
み
は
、
正
し
く
分
別
さ

れ
て
い
る
か
判

別
で
き
な
い
の

で
、
収
集
し
ま

せ
ん
。
詳
細
は

「
家
庭
の
資
源

と
ご
み
の
分
け

方
・
出
し
方
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
資
源
循
環
推
進
課

☎
２
９
９
８

-

９
１
４
６
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